
 
義務教育に係る国による財源確保と、３５人以下学級の着実な実施・進行を 
はかり、教育の機会均等と水準の維持・向上並びにゆきとどいた教育の保障 
を求める意見書 

  
現在、義務教育に求められているものは、子どもたち一人ひとりにゆきとどいた教育が行われる

ことであり、このことは、保護者、地域住民、教職員共通の願いである。そのためには国における

教育予算等の条件整備が不可欠である。 
義務教育費国庫負担制度は、全国どこの自治体でも、すべての子どもたちが等しく義務教育を受

けられるよう１９５３年度（昭和２８年度）に制度化され、義務教育諸学校等に勤務する教員、学

校事務職員、学校栄養職員の給与費等を国庫負担対象にすることを定めてきた。この制度は、教育

の機会均等とその水準の維持・向上を図る制度として、現行義務教育制度の重要な根幹をなしてお

り、中央教育審議会答申においても、教職員給与費の「優れた保障方法」として、今後も維持され

るべきとしている。義務教育教科書無償制度も我が国の義務教育の根幹として定着している。 
また、教育をとりまく状況として、学校現場では多様な課題を持つ子どもたちに対し、個に応じ

た対応がより一層重要となっている。さらに、いじめや不登校等の問題も深刻化する中、子どもの

貧困や虐待等への対応も求められている。そのためには、教職員定数改善などの施策が最重要課題

となっている。今年４月に文科省が公表した「勤務実態調査」によると、３～５割の教員が一月の

時間外労働が８０時間（過労死ライン相当）となっていることや、１割がすでに精神疾患に罹患し

ている可能性が極めて高いことなどが明らかにされた。未来を担う子どもたちを育む学校現場にお

いて、教職員が人間らしい働き方ができるための長時間労働是正が必要であり、そのための教職員

定数改善も欠かせない。 
以上のことから、２０１８年度（平成３０年度）国家予算編成において、教育予算の増額と義務

教育費国庫負担制度を存続・拡充し、教育の機会均等を引き続き確保するとともに、教育水準の維

持・向上を図るため、国においては、次の事項について実現されるよう強く要望する。 

１ 教育の機会均等、水準の維持・向上、無償制の維持に不可欠な義務教育費国庫負担制度を存続・

拡充させること。また、学校事務職員・学校栄養職員をその対象から外さないこと。さらに、義

務教育教科書無償制度を継続すること。 

２ ゆきとどいた教育を実現するために、学級編成標準の見直しや教職員の定数改善、３５人以下

学級の着実な実施・進行など、教育環境を整備するための予算を確保・拡充すること。 

 
以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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